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質
問
一

国
保
税
の
引
き
下
げ
に
つ
い

て
。

二

国
保
税
の
減
免
と
徴
収
猶
予
制
度

の
徹
底
に
つ
い
て
。
ま
た
、
現
在
の
状

況
は
ど
う
か
。

三

市
の
国
保
の
総
収
入
に
占
め
る
国

庫
負
担
の
割
合
と
国
庫
負
担
の
引
き
上

げ
要
求
は
。

四

国
保
税
未
納
者
と
短
期
保
険
証
の

発
行
の
実
態
は
。

五

国
保
が
広
域
化
に
な
る
と
市
の
保

険
税
体
系
等
は
ど
う
な
る
か
。

答
弁
一
（
市
長
）

一
般
会
計
か
ら
の

繰
入
金
に
も
限
界
が
あ
り
、
国
保
の
安

定
し
た
運
営
を
維
持
す
る
た
め
に
も
、

引
き
下
げ
は
困
難
で
あ
る
。

二

本
年
８
月
末
現
在
、
国
保
税
の
減

免
申
請
は
な
い
。

納
期
ご
と
の
納
付
が
困
難
な
場
合
、

分
割
納
付
を
行
っ
て
い
る
。

三

国
庫
負
担
は
総
収
入
の
２４
・
６
㌫

を
占
め
、
国
保
負
担
率
の
改
善
や
財
政

基
盤
の
充
実
を
国
・
県
へ
要
望
し
て
い

る
。

四

国
保
税
未
納
者
は
２
０
６
２
世
帯
、

短
期
被
保
険
者
証
対
象
世
帯
は
６
１
３

世
帯
で
あ
る
。

五

県
の
広
域
化
等
支
援
方
針
に
て
策

定
さ
れ
る
。

◎
そ
の
他
の
質
問

一

環
境
保
全
条
例
に
基
づ
く
対
応
を

二

大
型
開
発
公
共
工
事
は
や
め
て

質
問
一

個
別
計
画
に
つ
い
て
、
基
本

計
画
と
の
整
合
性
を
図
る
必
要
は
。

二

公
共
施
設
の
維
持
・
保
全
に
関
し

て
の
計
画
の
新
設
に
つ
い
て
。

三

ス
ポ
ー
ツ
振
興
計
画
の
新
設
は
。

四

個
別
計
画
の
実
施
状
況
に
つ
い
て

の
定
期
的
な
報
告
に
つ
い
て
。

答
弁
一
（
市
長
）

各
個
別
計
画
の
内

容
を
分
析
し
、
総
合
計
画
と
目
標
年
次

を
合
わ
せ
る
こ
と
で
よ
り
効
果
を
発
揮

で
き
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
個
別
計
画

の
改
正
に
合
わ
せ
、
目
標
年
次
の
見
直

し
を
進
め
て
い
く
。

二

今
あ
る
公
共
施
設
を
長
期
に
わ
た

っ
て
最
大
限
活
用
す
る
た
め
、
公
共
施

設
利
用
計
画
書
を
作
成
し
、
無
駄
の
な

い
効
率
的
な
施
設
の
維
持
・
保
全
を
図

る
。

三

本
市
に
お
い
て
は
、「
身
近
な
ス
ポ

ー
ツ
施
設
の
整
備
・
充
実
」、「
ス
ポ
ー

ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
機
会
の
拡

充
」、「
協
働
・
連
携
に
よ
る
生
涯
ス
ポ

ー
ツ
・
健
康
づ
く
り
の
推
進
」
と
い
う

三
つ
の
施
策
を
基
本
的
な
計
画
と
し
て

い
る
。

四

個
別
計
画
の
実
効
性
を
高
め
る
た

め
、
計
画
の
適
切
な
進
行
管
理
を
行
い
、

そ
れ
ぞ
れ
の
計
画
の
目
的
、
目
標
を
踏

ま
え
、
総
合
計
画
と
同
様
に
成
果
志
向

に
よ
る
施
策
の
推
進
を
図
っ
て
い
く
。

◎
そ
の
他
の
質
問

鶴
ヶ
島
市
の
公
式

Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
Ｅ
Ａ
Ｍ
に
つ
い
て
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